
1 中須地区修正設計業務

2

3

4

5 詳細設計(開削工法)L=854m　詳細設計(推進工法)L=1,181m　

6 契約締結日の翌日から

7

8 有

9 無

10 入札参加資格要件

　別紙「共通公告」1（1）～（7）の要件のほか次に掲げる要件を全て満たしていること。

①

②

⑤

11 設計図書等

①

②

12 開札までの日程

①

（電子メール、ＦＡＸ又は持参により提出すること。）

③ 府中市ホームページで確認（閲覧）のこと

⑤

② 質問書提出先
府中市建設部監理課 E-MAIL：kanri@city.fuchu.hiroshima.jp FAX：0847-46-1535

質問書提出期限

質問回答期限及び方法 令和８年５月１５日（金）

建設部監理課

　落札候補者には、電子入札システムで「資格要件確認書類提出依頼書」を送付するので、
開札日の翌日（市の休日を除く。）正午までに資格要件確認書類を電子入札システムで提出すること。

④ 入札書及び業務費内訳書
受付期間

令和８年５月２０日（水）午前９時から

令和８年５月２１日（木）午後４時まで

建設コンサルタント登録規程第2条の規定に基づく「下水道」部門の登録
を行っていること。

（提出期限後の質問は受け付けない。）

確認（閲覧）期間 公告の日から

令和８年５月１１日（月）午後４時

令和８年５月１９日（火）まで

確認（閲覧）方法 府中市ホームページで確認（閲覧）のこと

開札日時及び場所 令和８年５月２２日（金） 午前９時２５分

③ 元請履行実績

平成２８年度以降に次に掲げる業務の履行実績を有する者。

国、地方公共団体又はそれに準じる機関（公社、公団、事業団等）が
発注した公共下水等に係る汚水管（推進工法）詳細設計業務

④
配置技術者の元請履行経験等
（右欄の要件をすべて満たす者を配置
できること。履行経験については、平
成２８年度以降のものに限る。）

業務の種類 管理技術者 照査技術者

設
計
業
務

技術者配置 （○）

その他

（○）

資格等
技術士法による第二次試験のうち技術部門を「上下水道部
門」（選択科目を「下水道」とするものに限る。）に合格
し、同法による登録を受けている者

履行経験等

最低制限価格

低入札調査基準価格

令和7・8年度府中市測量及び建設コン
サルタント等業務入札参加資格者とし
て認定されている業種

土木関係建設コンサルタント業務（下水道）

当市と契約権限を有する営業所等の所
在地

広島県内（本社が県内に所在すること）

国、地方公共団体又はそれに準じる機関（公社、公団、事
業団等）が発注した公共下水等に係る汚水管（推進工法）
詳細設計業務

業務概要

履行期間 令和８年１０月３０日（金）まで（検査に係る日数１０日間を含む。）

予定価格 ３０,２９８,０００ 円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

公告管理番号 府監公告08-15

業務場所 府中市

業務の種類 土木関係建設コンサルタント業務

中須町

業務名

入 札 公 告

　次のとおり条件付一般競争入札（事後審査型）を実施しますので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6
の規定により公告する。
　また、各項に掲げるもののほか、府中市建設コンサルタント等業務条件付一般競争入札（事後審査型）公告共通事項（以
下「共通公告」という。）によるものとする。

令和８年５月１日

広島県府中市長　小　野　申　人



13 資格要件確認書類

①

②

③

④

⑤

14

15 問い合わせ先

　広島県府中市役所　建設部　監理課 TEL:0847-44-9163 FAX:0847-46-1535

ホームページ　https://www.city.fuchu.hiroshima.jp

　令和8年度制度改正により、予定価格1,000万円以上の業務についても最低制限価格を設定している。
なお、最低制限価格は1万円単位での切り上げ（算定式による算出額が予定価格の85％を超える場合を除く）となる。

誓約書

業務履行実績調書

業務内容を記載し、完成時業務カルテ又は業務委託契約書の写し等、業務内容が
確認できるものの写しを添付すること。（府中市発注業務又は「コリンズ・テク
リス検索システム」により要件が確認できる業務の場合は添付資料を省略でき
る。）

技術者の資格・業務経験調書

業務内容を記載し、資格者証の写し、資格要件及び業務内容が確認できるものの
写しを添付すること。（府中市発注業務又は「コリンズ・テクリス検索システ
ム」により要件が確認できる業務の場合は添付資料を省略できる。）
※管理技術者及び照査技術者について、それぞれ作成すること。

その他

その他 10⑤に掲げる登録を確認できるものの写しを添付すること。

資格要件確認書類提出書


